
　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
に
、

　
　

篠　

原　

紀　

昭　

氏

を
推
薦
す
る
こ
と
に
異
議
な
い
も

の
と
し
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
は
、
付
託
議
案

５
件
、
請
願
１
件
の
計
６
件

に
つ
い
て
、
９
月
12
日
に
書

面
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
過
程
で
は
、
①
電

源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
の

交
付
目
的
及
び
用
途
は
ど
う

か
、
②
外
国
人
観
光
用
広
報

番
組
の
充
実
は
い
か
に
、
③

防
災
井
戸
や
避
難
ビ
ル
用
キ

ー
ボ
ッ
ク
ス
の
整
備
を
ど
う

進
め
る
の
か
、
④
市
民
憲
章

に
「
平
和
」
と
い
う
表
現
を

入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

⑤
前
納
報
奨
金
制
度
の
廃
止

理
由
は
何
か
、
⑥
消
防
団
の

機
能
別
団
員
制
度
の
導
入
経

緯
は
ど
う
か
な
ど
、
予
算
執

行
や
条
例
施
行
に
当
た
っ
て

留
意
す
べ
き
点
や
要
望
が
付

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
審
査
概
要
は
、

本
会
議
（
９
月
19
日
）
で
委

員
長
報
告
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
議
案
５
件
は
可
決
、

請
願
１
件
は
継
続
審
査
と
な

り
ま
し
た
。

　

本
委
員
会
は
、
付
託
議
案

11
件
、
請
願
１
件
の
計
12
件

に
つ
い
て
、
９
月
11
日
に
現

地
調
査
を
実
施
し
た
後
、
書

面
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
過
程
で
は
、
①
市

之
川
地
区
の
飲
料
水
対
策
は

万
全
か
、
②
ひ
う
ち
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
の
整
備
期
間
が

延
び
る
可
能
性
は
な
い
か
、

③
道
前
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
修
繕
は
経
年
劣
化
に
伴
う

も
の
か
、
④
燧
洋
幼
稚
園
園

舎
建
て
替
え
に
伴
う
認
定
こ

ど
も
園
へ
の
移
行
に
問
題
は

な
い
か
、
⑤
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
支
援
員
確
保
に
問
題

は
な
い
か
、
⑥
神
戸
公
民
館

駐
車
場
拡
張
の
経
緯
と
他
の

公
民
館
か
ら
要
望
は
あ
る
か
、

⑦
永
納
山
城
跡
用
地
公
有
化

事
業
は
ど
う
進
捗
し
て
い
る

の
か
な
ど
、
予
算
執
行
な
ど

に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点

や
要
望
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
審
査
概
要
は
、

本
会
議
（
９
月
19
日
）
で
委

員
長
報
告
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
議
案
11
件
の
う
ち
10

件
は
可
決
、
１
件
は
継
続
審

査
と
な
り
、
請
願
１
件
は
不

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

議
案
第
89
号
、
西
条
市
体

育
館
設
置
及
び
管
理
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
は
、
審
査
の
過
程
に

お
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

使
用
料
の
改
定
に
当
た
り
、

負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
審
議
を
尽
く

さ
な
け
れ
ば
、
議
会
の
説
明

責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

よ
っ
て
、西
条
市
使
用
料
・

手
数
料
の
適
正
化
に
関
す
る

基
本
方
針
を
提
示
し
、
本
来

諮
問
す
べ
き
審
議
会
は
ど
こ

か
、
ま
た
、
公
費
と
受
益
者

の
負
担
割
合
に
つ
い
て
明
確

な
説
明
を
受
け
、
再
審
査
の

上
、
結
論
を
出
す
こ
と
が
妥

当
と
考
え
る
と
の
意
見
が
あ

り
、
本
議
案
は
、
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
決
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

本
委
員
会
は
、
付
託
議
案

２
件
、
請
願
３
件
の
計
５
件

に
つ
い
て
、
９
月
11
日
に
現

地
調
査
を
実
施
し
た
後
、
書

面
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

審
査
の
過
程
で
は
、
①
大

規
模
施
設
栽
培
団
地
の
候
補

地
は
ど
こ
か
、
②
キ
ウ
イ
フ

ル
ー
ツ
か
い
よ
う
病
対
策
の

内
容
は
ど
う
か
、
③
森
林
被

害
防
止
対
策
に
伴
う
ニ
ホ
ン

ジ
カ
の
駆
除
実
績
は
ど
う
か
、

④
老
朽
化
し
た
石
鎚
ふ
れ
あ

い
の
里
の
修
繕
は
計
画
的
に

進
め
て
い
く
の
か
、
⑤
も
の

づ
く
り
中
小
企
業
競
争
力
強

化
支
援
事
業
の
予
算
増
額
の

理
由
は
何
か
な
ど
、
予
算
執

行
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き

点
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
審
査
概
要
は
、

本
会
議
（
９
月
19
日
）
で
委

員
長
報
告
を
行
い
、
採
決
の

結
果
、
議
案
２
件
は
可
決
、

請
願
３
件
の
う
ち
１
件
は
取

下
げ
、
２
件
は
継
続
審
査
と

な
り
ま
し
た
。

　

９
月
定
例
会
に
お
け
る
請
願
の

審
査
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
取
下
げ
】

◦
労
働
者
保
護
ル
ー
ル
改
悪
反
対

を
求
め
る
意
見
書
の
採
択
を
求

め
る
請
願

【
不
採
択
】

◦
要
支
援
者
を
介
護
予
防
給
付
か

ら
外
す
こ
と
に
反
対
す
る
こ
と

を
求
め
る
請
願

【
継
続
審
査
】

◦
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
経
済
連
携

協
定
）
交
渉
か
ら
の
撤
退
を
求

め
る
請
願

◦
「
特
定
秘
密
保
護
法
の
廃
止
を

求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
求

め
る
請
願

◦
伊
方
原
発
の
再
稼
働
を
認
め
な

い
よ
う
国
に
求
め
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
請
願
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